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今、国保財政は危機的状況です

４月から国民健康保険税の
税率等を改定します

　

現
在
、　

歳
未
満
の
国
保
被
保

７０

険
者
が
入
院
し
、
医
療
機
関
の
窓

口
で
支
払
っ
た
保
険
診
療
分
の
月

額
一
部
負
担
金
（
入
院
時
食
事
療

養
費
を
除
く
）
が
、
下
表
に
記
さ

れ
た
一
定
の
基
準
額
（
月
額
一
部

負
担
限
度
額
）
を
超
え
た
場
合
は
、

申
請
に
基
づ
き
高
額
療
養
費
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

４
月
か
ら
、
被
保
険
者
に
対
し

医
療
費
の
支
払
い
の
負
担
軽
減
を

図
る
た
め
、
被
保
険
者
が
、
医
療

機
関
の
窓
口
で
支
払
う
入
院
に
係

る
保
険
診
療
分
の
月
額
一
部
負
担

金（
入
院
時
食
事
療
養
費
を
除
く
）

に
つ
い
て
は
、
月
額
一
部
負
担
限

国

民

健

康

保

険 

制

度

の

現

状

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

国
の
医
療
保
険
制
度
の
中
で
高
齢

者
の
割
合
が
著
し
く
高
い
た
め
、

国
保
財
政
は
危
機
的
な
様
相
を
呈

し
て
い
ま
す
。

　

国
保
制
度
は
、
農
林
水
産
業
者

や
自
営
業
者
を
中
心
と
す
る
医
療

保
険
制
度
と
し
て
創
設
さ
れ
ま
し

た
が
、
ほ
か
の
医
療
保
険
に
属
さ

な
い
方
す
べ
て
を
被
保
険
者
と
し

て
い
る
た
め
、
高
齢
化
や
産
業
構

造
の
変
化
等
の
影
響
を
受
け
や
す

く
、
制
度
発
足
時
と
比
べ
、
高
齢

者
の
割
合
（
老
人
加
入
率
）
が
増

加
す
る
と
と
も
に
、
農
林
水
産
業

者
や
自
営
業
者
の
割
合
が
減
少
し
、

年
金
受
給
者
等
で
無
職
の
方
の
加

入
割
合
が
増
加
し
て
い
ま
す
（
表

１
参
照
）。

　

そ
の
結
果
、
市
町
村
の
国
保
の

決
算
状
況
は
赤
字
基
調
で
、
改
善

に
努
め
て
い
る
も
の
の
、
表
２
に

示
す
通
り
厳
し
い
運
営
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
来
、
国
保
制
度
は
医
療
費
の

支
払
い
に
充
て
る
べ
く

財
源
を
、
国
や
都
な
ど
の

公
費
に
よ
る
負
担
（　
５０

㌫
）
と
保
険
税
（　

㌫
）

５０

に
よ
っ
て
賄
う
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現

実
は
保
険
税
の
歳
入
不

足
を
、
一
般
会
計
か
ら
赤

字
財
政
補
て
ん
と
し
て
の
繰
入
金

（　

年
度
決
算
で
は
８
億
５
０
０

１７０
万
円
）に
よ
っ
て
、収
支
を
保
っ

て
い
る
状
況
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
計
算

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
負
担
能

力
に
応
じ
て
算
出
さ
れ
る
応
能
割

（
所
得
割
と
資
産
割
）
と
、
受
益
者

負
担
の
意
味
合
い
か
ら
負
担
し
て

い
た
だ
く
応
益
割
（
被
保
険
者
均

等
割
、
世
帯
別
平
等
割
）
の
合
算

に
よ
り
算
出
さ
れ
ま
す
。

◎
応
能
割

　
【
所
得
割
】世
帯
の
所
得
に
応
じ

て
計
算

　
【
資
産
割
】世
帯
で
有
し
て
い
る

表１　国保（市町村）の現状

平成１６年度昭和３６年度区　分

４,７６１万人４,５１１万人 被保険者数（年度末）
３７.５％４７.０％対国民数比
１.９人４.２人 １世帯当たり被保険者数
２４.８％４.８％老人加入率
４.７％４４.７％農林水産業

世帯主職業
１６.０％２４.２％自営業
２４.１％１３.９％被用者
５２.４％９.４％無職者
２.８％７.８％その他

 ※厚生労働省資料による。

表２　国保（市町村）の収支状況（退職被保険者分を除く）
   （単位：億円）

１６年度１５年度１４年度区　分

８３,９５７８２,９７９７９,６４７収 入 （ 合 計 額 ）
８２,７６６８１,８５７７９,２３６支 出 （ 合 計 額 ）
1,１９１1,１２３４１１収 支 差 引 額
▲３５２▲１９６４１６国庫支出金精算額等

▲８２６▲１,４７２▲１,６１９
清 算 後 単 年 度
収 支 差 引 額

▲３,２８４▲３,８５５▲３,９３６

 一般会計繰入金 (赤字補
填を目的とするもの )を
除いた場合の清算後単
年 度 収 支 差 引 額

２２,３６４２５,２６３２７,９３１( 参考 ) 老人保健拠出金
  ※厚生労働省資料による。

今、国保財政は危機的状況です今、国保財政は危機的状況です

市
内
の
固
定
資
産
に
応
じ
て
計
算

◎
応
益
割

　
【
均
等
割
】世
帯
の
被
保
険
者
数

に
応
じ
て
計
算

　
【
平
等
割
】
世
帯
ご
と
に
計
算

　

年
度
税
率
等
の
変
更
点

１９
　

厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
医
療

費
の
増
加
等
に
伴
い
、
保
険
税
の

税
率
等
を
改
定
し
ま
す
。

◎
応
能
割

　
【
所
得
割
税
率
】４
・　

㌫⇒

４
・

１６

　

㌫
３０
　
【
資
産
割
税
率
】　

・　

㌫⇒

１６

００

現
行
通
り

◎
応
益
割

　
【
均
等
割
額
】２
万
５
８
０
０
円

⇒

２
万
７
８
０
０
円

　
【
平
等
割
額
】１
万
１
０
０
０
円

⇒

現
行
通
り

　
【
賦
課
限
度
額
】　

万
円⇒

（　

５３

５６

万
円
。
地
方
税
法
施
行
令
の
改
正

後
に
検
討
予
定
）

軽

減

措

置

の 

適
用
が
あ
り
ま
す

　

保
険
税
は
目
的
税
で
あ
り
、
原

則
、
一
般
税
の
よ
う
な
非
課
税
制

度
額
と
し
、
高
額
療
養
費
相
当
分

を
市
か
ら
医
療
機
関
へ
直
接
支
払

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。　

　

こ
の
支
払
い
方
法
を
希
望

す
る
場
合
は
、
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）
と
併
せ
て
認
定
証

を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
（
認
定

証
の
提
示
が
な
い
場
合
は
現

行
通
り
）。

　

ま
た
、
こ
の
認
定
証
の
交
付

を
受
け
る
に
は
事
前
に
申
請

が
必
要
で
す
。
次
の
点
に
ご
注

意
い
た
だ
き
、
保
険
年
金
課
国

保
年
金
資
格
係
（
市
役
所
１

度
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
所
得
の

少
な
い
方
も
、
応
分
の
応
益
割
の

保
険
税
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ

と
か
ら
、
一
定
基
準
以
下
の
所
得

世
帯
に
対
し
て
は
、
軽
減
制
度
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
市
の
場

合
は
、
保
険
税
に
お
け
る
応
益
分

の
割
合
を
国
基
準
で
あ
る　

㌫
以

４５

上
と
し
て
い
る
た
め
、
世
帯
所
得

に
よ
り
応
益
割
に
係
る
保
険
税
の

７
割
・
５
割
・
２
割
が
軽
減
さ
れ

て
い
ま
す
。
な
お
、
軽
減
相
当
額

は
国
、
都
な
ど
か
ら
の
交
付
金
等

に
よ
り
補
て
ん
さ
れ
ま
す
。

　

※
応
益
割
合
が　

㌫
未
満
の
市

４５

区
町
村
で
は
、
６
割
・
４
割
の
軽

減
措
置
に
な
り
ま
す
。

◎
軽
減
措
置
の
内
容

　

軽
減
の
対
象
と
な
る
か
ど
う

か
の
基
準
と
な
る
所
得
金
額
（
軽

減
判
定
所
得
）
が
、
次
の
①
〜
③

の
基
準
以
下
の
場
合
に
応
益
割
に

係
る
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

①
軽
減
判
定
所
得
が　

万
円
以

３３

下
の
世
帯⇒

応
益
割
に
係
る
保
険

税
の
７
割
を
軽
減

　

②
軽
減
判
定
所
得
が　

万
円
＋

３３

（　

万
５
千
円
〈
世
帯
主
を
除
く
〉

２４×
被
保
険
者
数
）
以
下
の
世
帯⇒

応
益
割
に
係
る
保
険
税
の
５
割
を

軽
減

　

③
軽
減
判
定
所
得
が　

万
円
＋

３３

（　

万
円
×
被
保
険
者
数
）以
下
の

３５世
帯⇒

応
益
割
に
係
る
保
険
税
の

２
割
を
軽
減

　

※
③
の
軽
減
措
置
を
受
け
る
に

は
、
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
該
当
す
る

方
に
対
し
て
は
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
。

国
保
事
業
の
健
全 

運

営

に

向

け

て

　
　

歳
以
上
の
被
保
険
者
は
、
６

７０
年
度
末
は
４
９
７
３
人
（
全
体
３

万
５
８
９
人
の　

・
３
㌫
）
で
し

１６

た
が
、　

年
度
末
で
は
１
万
２
６

１７

５
７
人
（
全
体
４
万
４
７
９
２
人

の　

・
３
㌫
）
と
急
増
し
て
い
ま
す
。

２８
国
保
の
被
保
険
者
の
３
割
近
く
が

　

歳
を
超
え
て
い
る
状
況
で
、
今

７０後
も
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
き
ま

す
。

　

健
や
か
で
安
心
し
て
過
ご
せ
る

生
活
は
す
べ
て
の
人
の
願
い
で
す
。

時
代
の
変
化
に
対
応
し
将
来
に
わ

た
っ
て
安
定
し
た
国
保
事
業
の
運

営
を
す
る
た
め
、
保
険
税
の
税
率

等
改
定
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、私
た
ち
は
い
つ
病
気
に
な
っ
た
り
、け
が
を
す
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。

日
ご
ろ
健
康
な
と
き
か
ら
互
い
に
お
金
を
出
し
合
い
、
い
ざ
と
い
う
と
き
、
安
心
し
て
治
療
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
国
民
健
康
保
険（
国
保
）制
度
は
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
現
在
、
高
齢
化
の
進
展
を
受
け
、
国
保
の
財
政
状
況
が
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。

多
く
の
市
町
村
で
は
単
年
度
収
支
の
赤
字
分
を
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
で
補
て
ん
し
て
い
る

状
況
で
す
。

　

今
後
本
格
的
な
少
子
高
齢
化
社
会
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
増
え
続
け
る
医
療
費
に
対
応
し
、

安
定
し
た
国
保
運
営
が
行
え
る
よ
う
、
国
保
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
と
、
市
の
取
り
組
み
状
況

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係
�
４
７
０
・
７
７
３
３
へ
。

階
）
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

①
認
定
証
は
申
請
の
あ
っ
た
日

の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
適
用
に

な
り
ま
す

　

②
認
定
証
は
世
帯
の
所
得
基
準

に
よ
り
３
種
類
の
区
分
が
あ
り
ま

す

　

③
保
険
税
を
特
別
な
理
由
な
く

滞
納
し
て
い
る
場
合
な
ど
、
認
定

証
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す

　

詳
し
く
は
同
係
�
４
７
０
・
７

７
３
２
へ
。

支
払
方
法
が
変
更
で
き
ま
す

　

歳
未
満
の
方
の
入
院
医
療
費

７０

　保険年金課では、団塊世代の退職に伴う年

金や国民健康保険に関する臨時相談窓口を

開設します。併せて７０歳未満の方の入院に

係る医療費の支払い方法の変更に伴う申請

も受け付けます。

　なお、来庁の際は、健康保険証、印鑑をご

持参ください。年金相談を利用する場合は年

金手帳も必要です。

　【開設日】３月３日（土）午前９時～午後４
時

　【会場】保険年金課（市役所１階）
　【ご注意】当日は、転入、転出等に関する
国民健康保険および国民年金の取得や喪失

手続きはお受けできません。また、年金相談

は社会保険事務所職員が担当しますが、相談

の内容によっては別途対応させていただく

場合があります。あらかじめご了承ください。

　詳しくは武蔵野社会保険事務所�０４２２・

５６・１４１１へ。

国保は相互扶助の理念で
支えられています

高額療養費に係る月額一部負担限度額

月額一部
負担限度額区　　分

１５０，０００円＋１％
（８３，４００円）

上位所得者　

歳
未
満

７０

８０，１００円＋１％
（４４，４００円）

一　　般

３５，４００円
（２４，６００円）

低所得者
（住民税非課税）

※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等
　が６００万円を超える世帯のことを指します。
※１％は医療費が上位所得者５００，０００円、一般　
　２６７，０００円を超えた場合、超えた分の１％を　
　加算します。
※金額は１カ月当たりの自己負担限度額。（　）　
　内の金額は、過去１２カ月中に４回目以降の高
　額療養費の支給を受ける場合の金額です。

年金・国民健康保険年金・国民健康保険
臨時相談窓口臨時相談窓口を開設しますを開設します

４月から国民健康保険税の
税率等を改定します

４月から国民健康保険税の４月から国民健康保険税の
税率等を改定します税率等を改定します


